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研究施設等廃棄物の埋設事業について

平成21年12月25日
第１回 埋設処分業務・評価委員会

独立行政法人 日本原子力研究開発機構
埋設事業推進センター

資料1-2
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出典：放射性廃棄物について（改訂版）
（原子力委員会 新計画策定会議（第１９回）資料第２号）

原子力の利用と放射性廃棄物



2出典：パンフレット「核燃料サイクル関連の施設等から発生する放射性廃棄物の処理処分の現状」（文部科学省）

施設の運転では、施設の換気空調等による気体廃棄物及び手洗い等による液体廃棄物が発生。放射性物質の
取扱いのためのゴム手袋、紙ウエス、設備機器更新等による金属等の固体廃棄物及び施設の解体では撤去した
大型の機器類、コンクリート等が発生。また、医療検査等によりＲＩ廃棄物が発生。

研究施設等廃棄物
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放射性廃棄物の処理処分の基本的流れ
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我が国の研究施設等廃棄物の処分を安全かつ早期に行い、
我が国の原子力の研究開発等を確実に推進

＜発生＞
昭和20年代から現在まで、既に約55万本

（200Lドラム缶換算）分が発生
全国の約2,400もの多様な事業所で発生
（研究機関／大学／医療機関／民間事業者）

＜課題＞
近い将来、各施設の保管能力を超える恐れ
これに伴い新たな研究・開発に支障
老朽化施設の解体が困難

研究施設等廃棄物※に係る現状

現在の
廃棄物
保管状況

● 原子力機構法改正（H20.6）*により、原子力機構を、研究施設等廃棄物埋
設事業の実施主体として明確に位置づけ ＊衆参両院全会一致にて可決

● 原子力機構は、廃棄物埋設施設を建設・操業及びその施設の閉鎖後管理
を実施

● 全国の他事業者の廃棄物も対価を得て、自らのものと併せて埋設処分：廃
棄体（廃棄物を処分に適した形態に処理）の受入本数は約53万本、うち、機
構分：約43万本

埋設事業の概要

処分場がない
ことから、老朽
化施設の解体
が困難

※研究施設等から発生する低レベル放射性廃棄物

埋設施設のイメージ

第１期事業として

○ 立地活動
○ （立地の合意後）初期建設期間は、各施

設の設計・建設を 約８年と想定（施設
の設計や建設等実施）

○ 操業期間は約50年と想定
○ 最終覆土（3年）後、約300年の閉鎖後管

理へ移行

埋設事業スケジュール

研究施設等廃棄物埋設事業

初期建設期間
約8年

埋設処分 操業期間
（年平均約1万本の廃棄物を埋設処分）

約50年

最終覆土＊1

約3年
段階管理期間＊2

約300年

＊1； 覆土は埋設段階毎に行われる。この３年は全ての埋設を完了させるための最終的な覆土を指す。

＊2； 段階管理期間は、トレンチ処分で50年間、ピット処分で300年間と設定されて いる。

処分場設計・建設処分場設計・建設

○ 国が定めた基本方針に即して、埋設処
分業務に係る実施計画を策定

－
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ピット型の埋設の方法

日本原燃(株)の発表資料より引用

覆い施工

覆土

ベントナイト混合土

排水管

点検路

埋設クレーン 仮蓋

屋根

雨よけ

運搬車

①

③ ④

コンクリートポンプ車
充填材注入

②
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トレンチ型の埋設の方法
(原子力科学研究所JPDR埋設施設の事例)

③

①

④

②
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機構における埋設事業推進組織

運営管理部門
(8部)

理 事 長
副理事長
理 事

安 全 統 括 部

広 報 部

産 学 連 携 推 進 部

国 際 部

建 設 部

研 究 技 術 情 報 部

シ ス テ ム 計 算 科 学 セ ン タ ー

核 不 拡 散 科 学 技 術 セ ン タ ー

原 子 力 研 修 セ ン タ ー

原 子 力 緊 急 時 支 援 ・ 研 修 セ ン タ ー

(事業推進部門)

東 京 事 務 所

監事

研究開発拠点
(11拠点)

【埋設事業推進センターの業務】

低レベル放射性廃棄物埋設処分
の実施に係る事業計画、立地推
進、施設の設計等に係る業務

埋 設 事 業 推 進 セ ン タ ー

安 全 研 究 センター

先端基礎研究センター

原子力基礎工学研究部門

地層処分研究開発部門

量子ビーム応用研究部門

核燃料サイクル技術開発部門

核 融 合 研 究 開 発 部 門

次世代原子力システム研究開発部門

(研究開発部門)

バックエンド推進部門

原子力エネルギー基盤連携センター

光医療研究連携センター
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これまでの経緯

・平成20年2月 機構法改正法案が閣議決定され、第169回通常国会

に提出。

・平成20年4～6月 衆参両院において全会一致で可決、成立、公布

・平成20年9月 関連政省令も含め施行

・平成20年12月 埋設処分業務の実施に関する基本方針を文科大

臣・経産大臣が決定・公表

・平成21年11月 埋設処分業務の実施に関する計画を文科大臣・経

産大臣が認可
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【目的】
原子力の研究開発や医療分野等での放射線利用に伴って発生する低レベ

ル放射性廃棄物（研究施設等廃棄物）の処分を確実に実施するため、研究施
設等廃棄物の発生量が最も多く、技術的能力を有する（独）日本原子力研究
開発機構にこれらの廃棄物の埋設処分業務を行わせる等の措置を講ずる。

改正原子力機構法の概要
研究施設等廃棄物の処分に向けた法整備の概要

○ 埋設処分業務に必要な費用の繰越し【現行第19条の改正】

埋設処分業務勘定の資金を翌事業年度へ繰り越し、埋設処分業務の
財源に充てられるようにする。

【法改正のポイント】

○ 機構の業務範囲【現行第17条の改正】

機構は放射性廃棄物の処分に関する次の業務（原子力発電環境整備機
構（NUMO）が実施している地層処分を除く｡）を行うものとする。

・機構の業務に伴って発生した放射性廃棄物及び機構以外の者から処分
の委託を受けた放射性廃棄物（原子力発電所等から発生したものを除
く。）の埋設処分
・埋設処分を行うための施設の建設及び管理等

○ 埋設処分業務の実施に関する基本方針及び計画【新設】

長期間にわたり実施される埋設処分業務の確実性･合理性を担保するた
め、機構は、国が定める基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関す
る計画を作成し、国の認可を受けるものとする。

○ 区分経理【現行第18条の改正】

埋設処分業務の独立性、透明性を担保するため、以下の措置を講ずる。
・埋設処分業務について、他の研究開発業務と区分して経理する勘定を
新設する。
・機構の研究開発に伴って発生した放射性廃棄物を埋設処分するため必
要な額を、毎事業年度、当該研究開発業務に係る勘定から埋設処分業
務に係る勘定に繰り入れる。

機構における積立金の概要

● 研究施設等廃棄物の処分事業実現のため、処分費用の約９割を占める
（独）日本原子力研究開発機構における積立ての開始
（平成２０年度予算額：４３億円）

研究施設等廃棄物の処分を早期に実施し、
我が国の原子力の研究開発等を確実に推進

●埋設処分に要する費用は多額
であり、一時期に予算措置した
場合には研究開発業務に支障

●処分費用の負担を次世代に先
送りしない

処分事業に要す
る費用を現時点
から積み立て

将来における費
用負担を平準化

新勘定による区分経理の考え方

②
繰
り
入
れ

②
繰
り
入
れ

(

Ｊ
Ａ
Ｅ
Ａ)

一
般
勘
定

(JAEA)

①運営費交付金の交付

A 処分業務委託

B 処分費用の支払い

③支出（建設費、操業費、人件費
を含む自らの廃棄物の処分）

C 支出（他者分の廃棄物の処分）

支出予算

(

Ｊ
Ａ
Ｅ
Ａ)

電
源
勘
定

繰入金

（建設・操業費等）

繰入金
（人件費）

繰入金

（建設・操業費等）

繰入金
（人件費）

民
間
等

埋設処分業務勘定

A 処分業務委託契約

積立金
（利益処分等の
特例規定により
繰越）

②
繰
り
入
れ

②
繰
り
入
れ

(

Ｊ
Ａ
Ｅ
Ａ)

一
般
勘
定

(JAEA)

①運営費交付金の交付

A 処分業務委託

B 処分費用の支払い

③支出（建設費、操業費、人件費
を含む自らの廃棄物の処分）

C 支出（他者分の廃棄物の処分）

支出予算

(

Ｊ
Ａ
Ｅ
Ａ)

電
源
勘
定

繰入金

（建設・操業費等）

繰入金
（人件費）

繰入金

（建設・操業費等）

繰入金
（人件費）

民
間
等

埋設処分業務勘定

A 処分業務委託契約

積立金
（利益処分等の
特例規定により
繰越）



10

参議院

附帯決議
衆議院

独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案に
対する附帯決議

平成20年4月16日
衆議院文部科学委員会

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮を
すべきである。

一 原子力の研究、開発及び利用に伴って発生する低レベル放射性廃棄物
の最終処分に関して、その必要性、安全性について国民の理解と協力
が得られるよう情報提供に努めること。

二 政府が定める埋設処分業務の実施に関する基本的な方針及び独立行
政法人日本原子力研究開発機構が作成する埋設処分業務の実施に関
する計画について国民の理解が得られるような情報提供に努めること。
また、埋設処分業務の実施に関する基本的な方針の策定に当たっては、
科学技術・学術審議会において審議を行い、パブリックコメントを行うなど
広く国民の意見を聴き、その反映に努めること。

三 政府は、放射性廃棄物の埋設処分地の選定に当たっては、地域住民の
理解と協力が得られるよう努めること。

四 政府は、放射性廃棄物処分のための埋設処分施設の安全審査に当
たっては、安全審査体制を整備し、審査の過程に万全を期すること。
また、独立行政法人日本原子力研究開発機構は、施設を管理する者と
して、放射性廃棄物埋設処分施設の安全確保に万全を期すること。

五 放射性廃棄物の輸送、処理等が安全かつ的確に実施され、放射性廃棄
物処分が確実に進められるように、放射性廃棄物発生者の経済的負担
及び放射性廃棄物発生者から放射性廃棄物を引き取る際の放射性廃棄
物の性状等の基準をも考慮して、放射性廃棄物処分について、国、独立
行政法人日本原子力研究開発機構、関係者が協力して円滑に行われる
よう努めること。

六 独立行政法人日本原子力研究開発機構は、放射性廃棄物の埋設処分
業務をその他の業務と独立した勘定として区分し、厳正に経理を行うとと
もに、安全性に留意した上で効率的な事業の実施に努めること。
また、政府は、放射性廃棄物の埋設処分が確実に行われるよう独立行
政法人日本原子力研究開発機構の予算及び人員の確保に万全を期す
ること。

七 政府は、放射性廃棄物の処分について責任を持って安全かつ確実に行
われるよう措置すること。

独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案に
対する附帯決議

平成20年5月27日
参議院文教科学委員会

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ
る。

一 原子力の研究、開発及び利用に伴って発生する低レベル放射性廃棄物の最終処
分に関して、その必要性、安全性について国民の理解と協力が得られるよう積極的
な情報公開に努めること。

二 政府が定める埋設処分業務の実施に関する基本的な方針及び独立行政法人日本
原子力研究開発機構が作成する埋設処分業務の実施に関する計画について、国民
の理解が得られるよう情報提供を行うとともに、放射性廃棄物に係る研究開発の進
展、社会経済状況の変化等を勘案し、定期的に検証すること。
また、埋設処分業務の実施に関する基本的な方針の策定に当たっては、科学技
術・学術審議会において審議を行い、パブリックコメントを行うなど広く国民の意見を
聴き、その反映に努めること。

三 放射性廃棄物の埋設処分地の選定に当たっては、地域住民の不安を解消し、理解
と協力が得られるよう努めること。
その際、独立行政法人日本原子力研究開発機構は、立地計画を策定し、公平な立
地選定をするよう努めること。

四 政府は、放射性廃棄物処分のための埋設施設の安全審査に当たっては、安全審査
体制を整備し、審査の過程に万全を期すること。
また、独立行政法人日本原子力研究開発機構は、施設を管理する者として、放射
性廃棄物埋設処分施設の安全を確保するとともに、十分な説明責任を果たすこと。

五 放射性廃棄物の処分事業が安全かつ確実に実施されるよう、放射性廃棄物の輸送、
処理等に関し、発生者の経済的負担や引き渡される放射性廃棄物の性状等を考慮
し、国、独立行政法人日本原子力研究開発機構、関係者の間で密接な連携協力を
図ること。

六 独立行政法人日本原子力研究開発機構は、放射性廃棄物の埋設処分業務をその
他の業務と独立した勘定として区分し、厳正に経理を行うとともに、安全性に留意し
た上で効率的な事業の実施に努めること。
また、政府は、放射性廃棄物の埋設処分が確実に行われるよう独立行政法人日本
原子力研究開発機構の予算及び人員の確保に万全を期すること。

七 政府は、放射性廃棄物の処分について責任を持って安全かつ確実に行われるよう
措置すること。

八 研究機関や医療機関等から発生する放射性廃棄物のうち、余裕深度処分が必要と
なる放射能レベルが高いものについて、その処分方策の検討を進めること。
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埋設処分業務の実施に関する基本方針(機構法第18条)

埋設処分業務の実施に関する計画(機構法第19条)

6．その他埋設処分業務の実施に関する重要事項
（5） 年度計画の作成と実施状況の評価

原子力機構は、埋設処分業務について、実施計画に基づき、毎年度、当該年度
に実施する事業に関する計画（以下「年度計画」という。）を作成し、公表する。ま
た、埋設処分業務の実施状況について、各年度終了後速やかに、当該年度の年
度計画に照らして評価を行い、その結果を公表する。

7. その他埋設処分業務の実施に関する重要事項
7.5 年度計画の作成と実施状況の評価

原子力機構は、毎事業年度、年度計画を作成し、公表する。
年度計画に記載する事項は、当該事業年度の実施業務内容、予算、収支計画、

資金計画等とする。
また、原子力機構は、各事業年度終了後速やかに、年度計画の評価を行い、その

結果を公表する。

平成21年度の埋設処分業務に関する計画(年度計画)

埋設処分業務に関する計画の体系
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実 施 計 画 変 更 認 可

埋設処分業務の計画概要

輸送、処理に
関する計画 事業に関する

情報の発信
等

立地基準及び立地手順の公表

個別地点を対象とした立地活動

処分単価
の公表

受託契約
の開始

了解を得た後、事業の実施に向けた手続き
◆環境調査,基本設計,事業許可申請,安全審査 等

・処理、輸送の全体計

画に係る検討、調整

収支計画
資金計画
の公表

概念設計等の実施

総費用の
精査等

輸送、処理に
関する計画 事業に関する

情報の発信
等

当 面 実 施 す る 事 項 (1～2年)

立地基準及び
立地手順の策定

・処理方法の検
討、調整等

・実施体制の検
討、調整等

概念設計等

初期建設
(約8年)

操業
(約50年)

最終覆土
(約3年)

閉鎖後管理
(約300年)


